
北部大阪都市計画高度地区の変更(箕面市決定)

都市計画高度地区を次のように変更する。

種別 面積 建築物の高さの最高限度 備考

高度地区

(第１種) 約 638ha

建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）

の最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣

地境界線までの真北方向の水平距離に 0.6を乗じて得たものに
５メートルを加えたものとする。

高度地区

(第２種) 約 19ha

１ 建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに５メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第３種) 約 669ha

１ 建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに 10メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第４種) 約 276ha

１ 建築物の高さの最高限度は、16メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに 10メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第５種) 約 12ha 建築物の高さの最高限度は、16メートルとする。

高度地区

(第６種)
約 214ha

１ 建築物の高さの最高限度は、22メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに 10メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第７種)
約 38ha 建築物の高さの最高限度は、22メートルとする。

高度地区

(第８種)
約 141ha 建築物の高さの最高限度は、31メートルとする。

合計 約 2,007ha
（適用の除外）

１．ただし、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）の規定によ
り定められた一団地の住宅施設若しくは市街地再開発事業の

区域内に建築される建築物、同法の規定により行われる都市

計画事業の施行として建築される建築物、住宅地区改良法（昭

和 35年法律第 84号）第２条第１項に規定する住宅地区改良
事業により建築される建築物又は次に該当する建築物につい

てはこの限りでない。



建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。）
第３条第２項の規定により法第 58条の規定の適用を受けず
その適用を受けない期間の始期（以下「基準時」という。）に

おける敷地内において、不適合部分を増加させない範囲で増

築及び改築を行う建築物で、増築後の延べ面積の合計が基準

時における面積の合計の 1.2倍を超えないもの及び改築に係
る部分の床面積の合計が 50平方メートルを超えず、かつ、
基準時における延べ面積の合計の２分の１を超えないもの。

（制限の緩和）

２．本制限の適用に際しては次の各号の定めるところによる。

（１）北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに

類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線

路敷その他これらに類するものに接する場合においては、

当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その

他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、

線路敷その他これらに類するものの幅の２分の１だけ外側

にあるものとみなす。

（２）建築物の敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路が

ある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をい

う。以下この項において同じ。）の地盤面（隣地に建築物が

ない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項

において同じ。）より１メートル以上低い場合においては、

その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から１メートル

を減じたものの２分の１だけ高い位置にあるものとみな

す。ただし、建築物の高さの最高限度については適用しな

い。

（３）建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号。）第 131条
の２第２項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路

とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の

隣地境界線は、ないものとみなす。

（４）法第 86条第１項から第４項の規定（法第 86条の２第８
項において準用する場合を含む。）の適用により、特定行政

庁が同一敷地内にあるものとみなすことを認めた建築物

は、この規定についても同一敷地内にあるものとみなす。

（５）建築物の高さの最高限度については、階段室、昇降機塔、

装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上

部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８分

の１以内の場合においては、その部分の高さは、５メート

ルまでは、当該建築物の高さに算入しないものとする。



「位置及び区域は計画図表示のとおり」

（許可による特例）

３．次の各号の一に該当し、市長が建築審査会の意見を聴いて

許可した場合においては、当該各号に定めるものとする。

（１）市長が市街地環境の ①第２種高度地区及び第３種

整備向上に資すると 高度地区においては、建築

認める建築物 物の高さの最高限度は１６

メートル

②第４種高度地区及び第５種

高度地区においては、建築物

の高さの最高限度は２２メ

ートル

③第６種高度地区及び第７種

高度地区においては、建築物

の高さの最高限度は３１メー

トル

④第８種高度地区においては、

建築物の高さの最高限度は適

用しない

（２）基準時における敷 建築物の高さの最高限度は、

地内において、不適 不適合部分を増加させない

合部分を有する建築 範囲とする

物の再度の新築で、

敷地の形状等から市

長がやむを得ないと

認めるもの

（３）市長が公益上やむ 建築物の高さの最高限度

を得ないと認め、又 及び建築物の各部分の高

は周囲の環境を害す さの最高限度は適用しな

るおそれがなく、か い

つ、建築物の用途上

やむを得ない、若し

くは土地の状況によ

りやむを得ないと認

める建築物



理 由

本市の東部地域は、国土軸である新名神高速道路と、北摂

地域の幹線道路である府道１号茨木摂津線が国道１７１号

と交わる交通ポテンシャルの高いエリアであると同時に、土

地区画整理事業により良好な住環境が整備され、近年急速に

人口が増加している国際文化公園都市（彩都）を内包するエ

リアである。

今般、この地域が持つ特性を生かして、より計画的かつ合

理的な土地利用を促進し、周辺地域及び本市全体の魅力向上

に繋げるため、川合・山之口地区において市街化調整区域か

ら市街化区域へと区域区分の変更を行い、新たに高度地区を

設定するとともに、国際文化公園都市（彩都）西部地区にお

いて社会情勢の変化に伴い、多世代が住まう魅力と活力ある

複合機能都市の形成を図るため、土地区画整理事業で整備が

行われた区域の一部の高度地区を変更するものである。



第三種

第六種
第八種第六種

第一種

第六種

総 括 図

Ｓ＝１／１０，０００

令 和 ４ 年 度

北部大阪都市計画

高度地区の変更

(箕面市決定）
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計画図

令和4年度
北部大阪都市計画
高度地区の変更
（箕面市決定）

Ｓ＝１／２，５００

第三種高度地区

第一種高度地区

第一種高度地区

第四種高度地区

第六種高度地区

第八種高度地区

第三種高度地区

第三種高度地区

第六種高度地区

第一種高度地区

第三種高度地区

第四種高度地区

第六種高度地区

第八種高度地区

凡　　例



第六種高度地区計画図

令和4年度
北部大阪都市計画
高度地区の変更
（箕面市決定）

Ｓ＝１／２，５００

第六種高度地区

第六種高度地区

第一種高度地区

第一種高度地区

第四種高度地区

第一種高度地区

第四種高度地区

第六種高度地区

凡　　例



新旧対照表 上段 変更後

下段 （ ）内変更前

「位置及び区域は、計画図表示のとおり」

種別 面積 建築物の高さの最高限度 備考

高度地区

(第１種)
約 638.2ha
（635.5）

建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）

の最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣

地境界線までの真北方向の水平距離に 0.6を乗じて得たものに
５メートルを加えたものとする。

高度地区

(第２種) 約 19.0ha

１ 建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに５メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第３種)
約 669.2ha
（666.9）

１ 建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに 10メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第４種)
約 275.6ha
（273.7）

１ 建築物の高さの最高限度は、16メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに 10メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第５種) 約 11.8ha 建築物の高さの最高限度は、16メートルとする。

高度地区

(第６種)
約 214.3ha

(212.4)

１ 建築物の高さの最高限度は、22メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに 10メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第７種)
約 38.0ha 建築物の高さの最高限度は、22メートルとする。

高度地区

(第８種)
約 140.8ha
（128.0）

建築物の高さの最高限度は、31メートルとする。

合計
約 2,006.9ha
（1,985.3）

（適用の除外）

（略）
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新旧対照図その2

令和4年度
北部大阪都市計画
高度地区の変更
（箕面市決定）

Ｓ＝１／２，５００

兼区域界説明図

追加する区域

凡　　例

第三種高度地区

第一種高度地区

第一種高度地区

第四種高度地区

第六種高度地区

３ 無指定→第八種高度地区

１ 無指定→第三種高度地区

２ 無指定→第六種高度地区

２ 無指定→第六種高度地区
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②

③④
⑤

第六種高度地区新旧対照図その２
令和4年度

北部大阪都市計画
高度地区の変更
（箕面市決定）

Ｓ＝１／２，５００

第六種高度地区

第六種高度地区

第一種高度地区

第一種高度地区

第四種高度地区

第六種高度地区

第四種高度地区

第六種高度地区

第一種高度地区

変更する区域

凡　　例

兼区域界説明図


